
【ご不明な点・詳細につきましては、お気軽にお問い合せ下さい】

すべての治療家、施術家に

安心・安全を提供します

・施術トラブル / クレーム 対応無料電話相談・ＪＨＡＮＥＷＳの発行・会員保障制度など

ご希望の方には病気やケガで働けない時の支えとして所得補償保険を提供しています（別途保険料が必要）
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　本会への相談で、年単位の時間が経過した後に連絡を受けるケースで

は、利用者の思い込みによるものが多いようです。

　また、３カ月程度経過したあとのクレームは、店舗から受け取ったＤＭ

等をきっかけに苦情の連絡をしてくる利用者もいます。

　ＤＭ等を見て、思い返してみると店舗を利用していた頃から症状が悪

化してきているのではないかということから施術が原因に違いないと思

い込んでしまうケースです。

　思い込みによるクレームは根が深く、ご理解いただくまでに長い時間

を要する傾向にあります。

　このようなケースに対し本会では、利用者に事実を認識してもらえる

ような手がかりを探す方法などのアドバイスも行っております。
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本会が受けるクレームに関する相談は、施術後すぐに連絡があるものばかりでは

ありません。久しぶりの連絡がクレームで、「２年前に受けた施術のせいで症状が

悪化しずっと辛い思いをしている。これまで掛かった治療費を全額清算しろ！」と

いう内容も年に数件数えています。

不測のクレームを未然に防ぐため、本会ではＤＭ等の発送先を定期的に

見直すことをお勧めしています

　故意や過失を問わず、不法行為に基づく民事の損害賠償請求権の時

効消滅期間は、被害者などが損害および加害者を知ったときから３年

間です。また、不法行為時から 20 年間で権利行使できなくなります。

（民法 724 条）

　ただ、相手が施術が原因であるとの主張をする場合の多くは、何年

も原因がわからなかったという状況は考えにくく、民法 724 条の３年

間の時効消滅が問題になることが多いと考えられます。これに対して

利用者側が「時効は 10 年」と主張してくる場合があります。それは、

「契約責任に基づく民事の損害賠償請求権の時効消滅期間」が 10 年間

であることを根拠にしているからです。

　施術の場合は治療契約（民間療法の場合はサービス契約）と扱われ

ることがあります。利用者と契約書を取り交さなくても契約行為自体

は示談と同様に口頭で成立するものなので利用者の状況を聞き、提供

する施術内容を伝え、利用者が了承するという一連の流れで契約が成

立したものと扱われるという訳です。

　この契約において注意義務を怠ったから施術事故が発生したという

のが利用者側の主張となります。

　ここまで時効に対する考え方を取り上げましたが、時効を活用しま

しょうという意味ではありません。

久しぶりの連絡が

「これまで掛かった治療費を全額清算しろ！」「これまで掛かった治療費を全額清算しろ！」

※「時効」とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、この
　状態を尊重し、これに対して権利の取得・喪失という法律効果
　を認めようとする制度で、民法の取得時効・消滅時効、刑法の
　刑の時効、刑事訴訟法の公訴時効があります

※「不法行為」とは他人の権利・利益などを侵害する行為です


